
令和５年第４回西予市議会定例会総務常任委員会会議録 

 

１．招 集 年 月 日 令和５年１２月７日 

１．招 集 の 場 所 第３委員会室 

１．開 会 令和５年１２月７日 
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   総務部長        山住 哲司 

政策企画部長      宇都宮明彦 

   消防本部消防長     宇都宮憲治 

   教育部長        谷口 佳代 

   議会事務局長      片山 勇一 

   総務課長        兵頭 章夫 

   税務課長        宮中 英希 

   財政課長        安岡 克敏 

   まちづくり推進課長   長野 静香 

   政策推進課長      原井川英一 

教育総務課長      山崎 德博 

   学校教育課長      青木 志郎 

   消防総務課長      山本 清久 

   防災課長        平  達也 

   西予消防署長      坂本 弘治 

   総務課長補佐      佐藤陽一郎 

総務課長補佐      岡本 夕佳 

   税務課長補佐      村上 英治 

   財政課長補佐      宇都宮正記 

財政課長補佐      三瀬 一也 

   まちづくり推進課長補佐 安田  司 

   まちづくり推進課長補佐 岡田 拓郎 

   地域づくり活動センター推進室長 

               清家 昌弘 

復興支援室長      和気 伸二 

デジタル推進室長    上甲 宏之 

教育総務課長補佐    橋本 欽司 

   教育総務課長補佐    土居 靖史 

    

学校教育課長補佐    桝田寿美子 

   せいよ西学校給食センター所長  

崎本 周作 

   消防総務課長補佐    植木 宏次 

   防災課長補佐      加藤 光夫 

総務課係長       兵頭 栄治 

総務課係長       矢野 直子 

総務課係長       森岡 光雄 

選挙管理委員会係長   兵頭 秀二 

   税務課係長       三瀬 洋平 

   市民課係長       松田  望 

   まちづくり推進課係長  兵頭 孝明 

   まちづくり推進課係長  片山 大輔 

   地域づくり活動センター推進室係長 

               徃田  剛 

デジタル推進室係長   稲口 智博 

   教育総務課係長     中井 圭介 

   学校教育課係長     池田 瑞恵 

   教育総務課主査     堀  真裕 

１．出席議会事務局職員 

   書記  瀧川 健二 

１．会議に付した事件  

 議案第７６号 ＣＡＴＶ整備事業 三瓶サブセ

ンター整備工事変更請負契約に

ついて 

 議案第７７号 西予市肱川河川沿い復興公園条

例制定について 

 議案第７８号 西予市公共交通バス条例の一部

を改正する条例制定について 

 議案第７９号 西予市災害派遣手当等の支給に

関する条例の一部を改正する条

例制定について 

 議案第８２号 西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について 

 議案第９０号 令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号） 

 議案第９４号 西予市消防本部消防指令システ

ム及び消防救急デジタル無線シ

ステム更新工事請負契約につい

て 

 議案第９６号 西予市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定について 

 請願第３号 学校給食の無償化を求める請願 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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   開会 午前８時５９分 

 

○信宮副委員長 

これより令和５年第４回定例会総務常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○宇都宮委員長 

宇都宮委員長が挨拶を行う。 

○信宮副委員長 

続きまして山住総務部長御挨拶をお願いいたし

ます。 

○山住総務部長 

山住部長が挨拶を行う。 

○信宮副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言し

てください。 

それではこれよりの進行は委員長が行います。 

 

【総務部】 

【総務課】 

○宇都宮委員長 

それではこれより審査に入ります。 

議案第 79 号「西予市災害派遣手当等の支給に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

兵頭総務課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

議案第 79 号「西予市災害派遣手当等の支給に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

御説明申し上げます。 

西予市災害派遣手当等の支給に関する条例では、

災害対策基本法及び新型インフルエンザ等対策特

別措置法に基づき西予市に派遣された職員の派遣

手当等について定めているものですが、今回その

根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法

及び内閣法の一部を改正する法律が令和５年４月

28 日に公布され、新型インフルエンザ等対策特

別措置法の一部改正法が令和５年９月１日に施行

されたことに伴い、本条例で引用している当該法

令の条項及び字句等の修正が必要となったため一

部改正を行うものです。 

よろしく御審議の上御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○宇都宮委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○小玉委員 

コロナのやつはまだ残ってるでしょうか。出動

に対する手当。 

○兵頭総務課長 

新型インフルエンザの中にコロナなども含まれ

ております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 79 号「西予市災害

派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する

条例制定について」原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 

（賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

賛成全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午前９時６分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。   （再開 午前９時７分） 

それでは続きまして、議案第 90 号「令和５年

度西予市一般会計補正予算（第９号）」のうち総

務課所管分についてを議題といたします。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち総務課所管分について御

説明いたします。 

まず初めに歳出予算から説明させていただきま

す。予算書 13 ページをお開きください。 

2 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費

の 6 億 2601 万円に 314 万 8000 円を増額し 6 億

2915 万 8000 円とするものです。 

今回の補正ですが、一般管理費庶務事業（総

務）の 286 万円につきましては、平成 30 年７月

豪雨災害に関する損害賠償請求事件における訴訟

代理人弁護士への着手金を予算計上するものです。

当該訴訟につきましては、現在５件の訴えが提起

されておりますが、訴訟に関わる着手金は令和２
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年１月の１件目の事件訴訟時に 100 万円を代理人

弁護士に支払っており、その後に追加された４件

の着手金につきましては、本来であれば事件別に

支払うところ訴えの内容が１件目と同じ趣旨であ

り、審理が１件目と併合して行われることとなっ

たため代理人弁護士と合意の上、全ての訴訟が結

審した後に残り４件分の着手金をまとめて精算す

ることとしておりました。なお、当該訴訟の代理

人弁護士には市の顧問弁護士に委任しているとこ

ろですが、先般顧問弁護士から体調面の諸事情に

より本年９月末をもって辞任したい旨の申出があ

ったことから 10 月からは当該顧問弁護士から推

薦をいただいた新たな弁護士を後任の顧問弁護士

として委任したところでございます。 

つきましては、顧問弁護士の交代に伴い当該訴

訟に関する代理人弁護士も交代となったことから、

結審後の精算払いとしていた残り４事件の着手金

を前任弁護士に支払う必要があるため今回の補正

予算で計上するものです。なお、訴訟を引き継ぐ

公認代理人弁護士に対する着手金の取扱いにつき

ましては、前任弁護士にお支払いする金額内にお

いて前任及び後任弁護士双方が相談の上で調整し

ていただくこととなっております。 

次に、公務災害補償事業の補正予算 28 万

8000 円につきましては、支所勤務の会計年度任

用職員１名が支所内での作業中にけがを負ってし

まい公務災害として認定を受けたことから、治療

等に要する費用を療養補償費として予算計上する

ものです。 

続いて 9 目防犯対策費につきましては、

1662 万 5000 円に 276 万 1000 円を増額し 1938 万

6000 円とするものです。今回の防犯対策事業の

補正予算につきましては、市では防犯灯電気料補

助金交付要綱に基づき市内の各地区が管理してい

る防犯灯の年間電気料に対し約 60％の補助を行

っておりますが、昨今の燃料費高騰にて四国電力

が公衆街路灯の電気料金単価を６月１日から大幅

に引上げたことに伴い、要綱に基づく市の補助単

価を引き上げる必要があったことから、当初予算

では不足が見込まれる補助金額を追加計上するも

のです。 

続きまして、歳入予算を説明いたします。予算

書 11 ページをお開きください。 

20 款諸収入、5 項 4 目雑入、2 節総務費雑入の

うち、非常勤職員公務災害療養補償費を 28 万

8000 円増額するものです。今回の補正は、先ほ

ど歳出予算で説明いたしました公務災害補償事業

における療養補償費の全額が保険金として市に支

払われますので歳入予算に計上しております。 

以上で総務課所管分の説明を終わります。よろ

しく御審議の上、御決定くださいますようお願い

申し上げます。 

○宇都宮委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

それではこれより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち総務課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 13 分） 

 

 【選挙管理委員会】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 14 分） 

次に選挙管理委員会の審査を行います。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」選挙管理委員会所管分について

を議題といたします。 

兵頭書記長の説明を求めます。 

○兵頭選挙管理委員会書記長 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち選挙管理委員会所管分に

ついて御説明いたします。予算書５ページの第２

表債務負担行為補正を御覧ください。 

こちらの表の市長・市議会議員選挙ポスター掲

示場設置等業務委託につきましては、令和６年５

月 15 日の任期満了に伴う西予市長及び西予市議

会議員選挙を来年の４月 21 日に告示し同月 28 日

に実施する予定であり、選挙ポスター掲示場の設

置と告示日における立候補届出受付時に各候補者

へ配布する交付物資及び選挙運動用ビラ証紙につ
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きましては、今年度中に業者と契約をしまして事

前準備を進めておく必要があることから、今回債

務負担行為として期間を令和６年度まで、限度額

を 1095 万 7000 円に設定して対応するものです。 

以上で選挙管理委員会所管分の説明を終わりま

す。 

よろしく御審議の上御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○宇都宮委員長 

兵頭書記長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 90 号「令和５年度

西予市一般会計補正予算（第９号）」のうち選挙

管理委員会所管分について原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 17 分） 

 

 【税務課】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 19 分） 

それではこれより税務課の審査を行います。 

議案第 96 号「西予市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定について」を議題といたし

ます。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中税務課長 

議案第 96 号「西予市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定について」御説明をさせて

いただきます。 

今回の改正は全世代対応型の持続可能な社会保

障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律及び関係政令等が公布されたことに伴

い本条例の一部を改正するものでございます。 

主な改正内容といたしましては、国民健康保険

加入世帯に出産する予定の被保険者または出産し

た被保険者がいる場合は、当該世帯の世帯主に対

して賦課される国民健康保険税の所得割額及び被

保険者均等割額を減額するものでございます。 

減額する額につきましては、出産被保険者の出

産予定日または出産日の属する月の前月から４カ

月間、多胎妊娠の場合は６カ月間の所得割額及び

被保険者均等割額となっております。 

今回の改正により国民健康保険に加入する自営

業者等の女性が出産する際、産前産後の国民健康

保険税が免除されることから子育て世帯への経済

的支援につながるものと考えております。 

以上よろしく御審議の上御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○宇都宮委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 96 号「西予市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 22 分） 

 

 【財政課】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 26 分） 

次に財政課の審査を行います。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち財政課所管分を議題と致

します。 

安岡課長の説明を求めます。 

○安岡財政課長 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち財政課所管分について御

説明させていただきます。 

まず歳入について御説明いたします。予算書の

11 ページをお開き願います。 

17 款 1 項 1 目一般寄附金 2000 万円の増額でご

ざいますが、市政の発展に役立ててほしいと当市
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に対しまして、寄附をいただきましたので一般寄

附金を増額するものでございます。 

続いて、18 款 2 項 1 目財政調整基金繰入金で

ございますが、財政調整基金は予算編成において

財源が不足する場合にその不足額の補填財源とし

て活用するものであり、今回の補正では歳入歳出

予算を調整するため繰入金を 1 億 9857 万 4000 円

増額するものでございます。 

続きまして歳出について御説明いたします。予

算書の 16 ページをお開き願います。 

4 款 3 項 1 目病院費、西予市民病院事業会計繰

出事業 1 億 2327 万 2000 円の増額でありますが、

西予市民病院への繰り出しについて安定的な経営

を支援するため運営及び給与費等に要する経費と

して臨時的に繰出金を増額するものでございます。 

続きまして 22 ページをお開き願います。 

12 款 1 項 2 目償還利子 368 万 4000 円の増額で

ございますが、借入れの実績に伴う償還先の調整

を行うとともに借入れ利率の上昇に伴い年度内に

おける不足見込み分を計上するものでございます。 

以上、財政課所管分に係る補正予算の説明とさ

せていただきます。 

よろしく御審議の上御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○宇都宮委員長 

安岡課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

11 ページの一般寄附金ですが、大体どのよう

な目的に使われていきますか。一般会計全部繰入

れするのか。 

○安岡財政課長 

寄附金の使途についてでございますが、市政の

発展に役立てていただきたいということで幅広く

対象となりますが、福祉部門もしくは復旧事業等

について活用させていただきたいということをお

伝えしております。 

○森川委員 

野村町の災害復旧が主な使用目的ということで

すか。 

○山住総務部長 

寄附をいただいた方に対しましては、一般寄附

ということで特に限定はいたしておりません。野

村だけの災害復旧に用するというわけではござい

ませんけども、そういったところも含めて災害復

旧でありますとか福祉の分野で活用させていただ

くということとさせていただいております。 

○竹﨑委員 

16 ページの西予市民病院の事業会計繰出事業

について説明があったんですが、内容をもう少し

詳しく教えていただくわけにいきませんか。 

○安岡財政課長 

主な内容につきまして御説明させていただきま

す。今回人件費については、人勧がありまして職

員給与費が増加するということでございます。そ

の増加分に対しての支援、そのほかリハビリ医療

の経費であるとか高度医療の経費について支援す

るものでございます。 

○河野委員 

16 ページの市民病院事業会計ですけれども、

野村病院も含まれているのか市民病院だけの繰り

出しなのか教えていただいたらと思います。 

○安岡財政課長 

今回の補正予算につきましては、西予市民病院

のみとなっております。 

○河野委員 

野村病院の経営内容は予定どおりというか、そ

の範囲で行われておるという認識でいいんでしょ

うか。 

○安岡財政課長 

野村病院につきましては、今回要求がございま

せんでした。留保財源等によって対応されるとい

うことだと考えております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち財政課所管分について原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 34 分） 

 【政策企画部】 
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 【まちづくり推進課】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 42 分） 

これより政策企画部の審査を行います。 

審査に先立ちまして政策企画部宇都宮部長より

御挨拶をお願いいたします。 

○宇都宮政策企画部長 

宇都宮政策企画部長が挨拶を行う。 

○宇都宮委員長 

それではこれよりまちづくり推進課の審査を行

います。議案第 78 号「西予市生活交通バス条例

の一部を改正する条例制定について」まちづくり

推進課長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

議案第 78 号「西予市生活交通バス条例の一部

を改正する条例制定について」御説明申し上げま

す。 

本議案は、生活交通バス利用者の経済的負担軽

減を行うとともに利用者が低迷している公共交通

の利用促進を図るため、生活交通バス回数乗車券

の枚数見直しを行うものであります。 

内容といたしましては、これまで 10 枚分の金

額で 11 枚つづりにて販売しておりました回数券

を 13 枚つづりに変更して販売するものです。本

条例の一部を改正するものであります。 

今回の改正については、広報「せいよ」またホ

ームページ、それからバスの車内に掲示して広く

周知するととともに公共交通の利用促進にもつな

げたいと考えております。 

よろしく御審議の上御決定くださいますようお

願いいたします。 

○宇都宮委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより審査を行います。 

質疑はございませんか。 

○竹﨑委員 

ただいま説明があったわけですが、恐らく地域

からの要望があったんだと思われます。どのよう

な要望の内容だったのか、まずそれを教えていた

だけますか。 

○長野まちづくり推進課長 

こちらの案件につきましては、令和５年８月

20 日にサテライト市長室を行いました。その際

に参加されました団体がございましてそちらの方

からの御要望になります。 

主な内容といたしましては、游の里温泉に行く

際にこれまで温泉バスがございましたが廃止にな

ったことでかなり経済的負担があるというお話で

した。そのお話を受けまして回数券の枚数を増や

すことによって少しでも経済的な負担軽減になれ

ばということで取組をさせていただきました。 

また、回数券を利用していただくことで必ず生

活交通バスを使っていただくということにもつな

がってきますので、広く市民の方に御存じない方

にもこれを機会に周知できればと考えております。 

○竹﨑委員 

ただいま説明のあったことにちょっと確認した

いんですが、要は 10 枚で 11 枚セットプラス１で

すよね。これがまず 13 枚になった最初の説明で

ありました。プラス２になったということですね。

要は、游の里の便が廃止になって少しでも経済的

な負担の面から何とかして欲しいいうことの説明

だったんですが、それにしてはちょっと少な過ぎ

ませんか。バスを廃止しただからその分を何とか

増やそうというのはプラス２では要望された団体

の方の気持ちを慮ると、もうちょっと何とかなら

んのかというのは本音だったような気がするんで

すが、その辺財政的には厳しい状況これは分かり

ます、それ以外に配慮することは、要はこの効果

ですね、効果がもっとせっかくプラス２というこ

との効果やもう少し配慮できることがあるのかど

うか。例えば、枚数の面でもいいんですよ。もう

少し上げたかったが、財政の面で大変だったとい

うことかもしれないけど、それ以外に配慮するこ

とはあるのかどうかも例えばできる配慮ですよ、

そのことは考えられていますかいませんか。 

○長野まちづくり推進課長 

今回枚数を 11 枚から 13 枚にさせていただいた

わけですが、今年度の売上げ枚数を前期の分で比

較しますと約 11 万円の収入減となります。２枚

増やしただけでこういった収入減にもなりますの

で、先ほど竹﨑委員がおっしゃられましたように

財政的な面から見ても公共交通を維持していくた

めにはある程度の収入を得ていないとつながらな

いということもございますので、いきなり枚数を

多く増やすことはなかなか難しい現状ではござい

ました。ほかの方策はないのかという御質問でし

たが、今のところまちづくり推進課ではそのほか
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にこれといった提案を出来ないのが現状でござい

ます。 

○竹﨑委員 

ということはストレートに聞きますが団体から

の要望はチケットを少し増やしてくれやというこ

とで解釈してよろしいですか。 

○長野まちづくり推進課長 

現在使っていらっしゃる方が、当初は無料で温

泉バスがございましたので何とかならないかとい

う御相談でしたが、回数券というものがございま

すのでそちらを御利用いただくよう御案内させて

いただきました。その中でやはりもう少し枚数を

増やしていただきたいという御要望がありました

ので、それをまちづくり推進課で協議させていた

だきまして、このような状況となっております。 

○信宮副委員長 

バスの乗車券の枚数を 11 枚から 13 枚に変更を

するということですけれども、バスを利用する方

でその都度料金を払って乗られる方もいらっしゃ

ると思うんですが、その回数券を使われる方の割

合がどれくらいあるのかなと思うところがあるん

ですけど分かればお願いいたします。 

○長野まちづくり推進課長 

申し訳ありません。割合としてはちょっと算出

していませんが令和５年度の４月１日から９月

30 日までの利用者数が 4,012 人ございましてそ

のうち回数券を利用された方は 1,494 人いらっし

ゃいました。 

○河野委員 

今の説明でバスの利用者 4,000 人のうち

1,400 人しか回数券を使われてないということで

あったんですけれども、これは回数券あること自

体を利用者の方が知らないという考えも持たれる

と思うんですけれども、そこら辺の周知の方法、

今後の対応さらにはどこに行ったら回数券を求め

ることができるのかをお聞きしたいと思います。 

○長野まちづくり推進課長 

先ほども御説明させていただきましたように、

まずは広報「せいよ」で周知をさせていただきま

す。それからホームページ、そしてバスの車内に

も掲示しまして広く周知させていただきたいと考

えております。また、回数券のお買い求めいただ

く場所ですが、市役所でいいますとまちづくり推

進課、野村支所、城川支所の地域生活課、それか

ら惣川地域づくり活動センターでも販売しており

ます。また、バスの車内でも運転手で販売をして

おります。お買い求めいただく方はバスの車内で

購入されている方がほとんどだと聞いております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 78 号「西予市生活

交通バス条例の一部を改正する条例制定につい

て」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 56 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時１分） 

続きまして、議案第 90 号「令和５年度西予市

一般会計補正予算（第９号）」のうちまちづくり

推進課所管分を議題といたします。 

長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうちまちづくり推進課所管分

につきまして、補正予算書に基づき御説明を申し

上げます。 

歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明をさせ

ていただきます。歳入につきましては、今回補正

予算がございませんでしたので、歳出予算につい

ての御説明となります。補正予算書の 13 ページ

を御覧ください。 

2 款総務費、1 項総務管理費、21 目地域づくり

活動センター費補正額 64 万 1000 円の増額補正で

ございます。事業概要欄に記載のある各地域づく

り活動センターにおいて、電気料金等の実績に伴

う維持管理に関する予算の増額を計上するもので

す。 

次に補正予算書の 14 ページを御覧ください。 

2 款総務費、8 項地域振興費、1 目地域振興費

補正額 244 万 2000 円の増額補正でございます。

集会施設移行推進事業におきまして、三瓶町５区

では令和７年度に集会所の新設を予定されており、
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令和６年度に現在の建物を解体する必要がござい

ます。そのため今年度中に解体設計を行う必要が

あることから、実施主体である三瓶町５区に対し

その経費を全額補助するため補正予算を計上する

ものです。 

次に、21 ページを御覧ください。 

10 款教育費、7 項保健体育費、2 目体育施設費

補正額 216 万 5000 円の増額補正でございます。 

市民が安心安全に利用できるよう明間地区グラ

ウンドの照明設備整備を行います。また、明浜運

動場の排水路に堆積した土砂撤去及び支障木撤去

などを行うため補正予算を計上するものです。 

明間地区グラウンドでは、平成 30 年７月豪雨

災害後仮設住宅として利用されていましたが、令

和４年度に解体され改修工事を行い、令和５年４

月からグラウンドとして活用されていました。こ

の度プール側の夜間照明が断線していることが分

かり改修するものでございます。 

次に明浜運動場については、こちらも平成

30 年７月豪雨災害によりみかん山からの土砂の

流入を受け排水路に堆積した土砂や支障木により

グラウンドの機能が著しく低下していることから

西予市明浜運動場の改修を行うものです。 

次に債務負担行為補正について御説明いたしま

す。予算書５ページを御覧ください。 

第２表債務負担行為補正を御覧いただいたらと

思います。せいよ地域づくり交付金（基礎型・手

上げ型）ですが、期間は令和６年度、限度額を１

億 9000 万円と設定しております。 

内訳といたしましては、基礎型交付金が１億

6000 万円、手上げ型交付金が 3000 万円です。地

域づくり交付金制度については、３年に一度見直

しを行っており昨年度見直しを行ったことから、

次年度も引き続き現行どおり実施いたします。令

和５年４月から地域づくり活動センターが運用開

始いたしました。それぞれの地域づくり組織では、

地域づくり組織の事務局を担う地域任用職員を雇

用し地域づくり活動の支援が行われています。地

域任用職員を雇用するためには地域づくり組織に

はこれまでの基礎型交付金に 300 万円または

600 万円を追加して交付いたします。そのため４

月から活動いただく地域任用職員の給与等の経費

とあわせて事業実施経費をできるだけ早く交付す

る必要があることから、基礎型交付金の交付申請

書を３月中に提出いただき令和６年４月１日に交

付決定を行い交付金を４月中に支払えるよう事務

を進めたいと考えております。 

また、手上げ型交付金は地域づくり組織による

プレゼン方式の審査会によって事業の決定を判断

いたします。こちらも審査会、最終審査会という

スケジュールでは年度当初からの事業開始が難し

いため、これまで同様最終審査会を３月中に実施

して４月以降すぐに事業に取り組めるよう事務を

進めてまいります。以上のことから、せいよ地域

づくり交付金について債務負担行為を設定するも

のです。 

以上、議案第 90 号「令和５年度西予市一般会

計補正予算（第９号）」のうちまちづくり推進課

所管分についての御説明とさせていただきます。

よろしく御審議の上御決定くださいますようお願

いいたします。 

○宇都宮委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○信宮副委員長 

13 ページの地域づくり活動センター費ですけ

れども、光熱水費が増加ということですけれど、

それぞれ活動センターある中で今回の補正で５つ

のセンターのみの補正となってるわけなんですけ

れど金額にも差がありますしその辺はどういった

ことなのかお伺いします。 

○長野まちづくり推進課長 

当初予算におきまして、各地域づくり活動セン

ターで必要経費について計上させていただいてい

るわけですが、令和５年４月から地域づくり活動

センターになってそれぞれのセンターでの活動も

活発になってきました。また、新型コロナウイル

スが５類に移行したことから、センターを活用し

た活動も多くなっており、そのために電気代等の

支出が増えたというふうに考えております。それ

ぞれの地域で活動はされておりますが、活動の内

容も様々でして、センターを利用されるところで

あったりとかそれ以外でも活動されていたりもし

ますのでセンターによって電気代の差が生じてい

るのかと考えております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 
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○森川委員 

地域づくり活動センター各地区に出来ています

が、今までどれぐらいの経費が要ったか計算はし

ていますか。公民館の状態よりか大分金額がいっ

てる気がするんですが、建物を建て替えたり、い

ろいろせないけんと思うんですが。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 11 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 12 分） 

○長野まちづくり推進課長 

令和４年度におきまして整備をさせていただき

ました総額につきましては、現在手元に資料がご

ざいませんので後ほど提出させていただきたいと

思います。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 13 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 18 分） 

そのほか質疑ございませんか。 

 （委員長交代） 

○宇都宮委員 

少し関連になるかもしれんのですが活動センタ

ーの件です。実はちょっと先日あるセンター長さ

んから週多分 20 時間の契約だったと思うんです

が、こんなに時間が要らないというこれだけの時

間をもらって何もせずに座っておくのも気の毒な

という本当に正直なありがたい御意見いただきま

した。それも行政側にも伝えておりますが、当初

の契約であるということでそのままでやるという

ことで、センターによって世帯数が違ったり、ま

た、支所と並んであるところでは例えば住民票の

交付だったり、そのような業務がなかったり当然

世帯数が少ないところでは業務が少なかったり、

それぞれやっぱりセンターによって業務が違う内

容が違うと思うのでそれぞれのセンター長さんま

た関連する職員の労働の基準というのが難しいと

思うんですが、その点についてスタート直後でご

ざいますが、それを参考にして来年から予算を立

てる場合に減額するのか、またあるいは増額する

必要があるのか、その辺の仕組みというかその辺

はどのように考えておられますか。 

○長野まちづくり推進課長 

地域づくり活動センターが令和５年４月から開

始となりました。その際にこれまで公民館長であ

ったものがセンター長という形になります。生涯

学習事業が主だった公民館から地域づくりであっ

たりとか行政の窓口としての業務もありますので、

これまで公民館長さんが週５時間という内容で業

務を行われていたところでしたので、まちづくり

推進課といたしましてはプラス５時間の 10 時間

という提案を当初させていただいたところです。

いろいろな公民館長を経験された方などの御意見

もありますし、地域づくり組織からの御意見もご

ざいましてそこは柔軟な対応が必要であろうとい

うことで、週５時間、10 時間、15 時間の設定で

提案をさせていただきまして、各センター、地域

づくり組織と相談をしていただいて、センター長

さんの勤務時間を決定していただいたところです。

それぞれ私たち行政も初めての取組でもあります

し、地域にとっても初めての経験だと思いますの

でなかなか読み切れないところがあったかと思い

ます。今年体験していただきまして、先ほどのセ

ンター長さんのように時間が必要ないのではない

かという御意見もあるかと思いますので、令和６

年度のセンター長さんの勤務時間について、再度

来年はどのような勤務時間が必要なのかというの

を調査させていただきまして、調査内容によって

令和６年度の予算は計上させていただこうと考え

ております。 

（委員長交代） 

○小玉委員 

地域づくり活動センターが出来てからまだ半年

ちょっとなんですが、基礎型なり手上げ型の資金

を使ってお金をもうけたら地域のために使ってい

いですよっていう制度にはなっておりますよね。

そういう活動にまだ着手されてないとこが多いと

思うんですが、されとるとこがあったら教えてい

ただきたいと思います。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 23 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 24 分） 

○長野まちづくり推進課長 

今のところお聞きしているところでは、修学旅

行生の受入れであったりとか物品の販売、それか

らそういったところを行っているセンターが何カ

所かあるとお聞きしております。令和５年度の実
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績報告がまだ出来ない状況ですのでそちらを見極

めたいと考えております。現在のところはまだ、

どれだけの営利が生まれてるかというのはちょっ

とつかめてない状況です。 

○竹﨑委員 

14 ページの説明が地域振興費のところです。

補助金 244 万 2000 円ということに関してです。

令和６年度の解体を５区が既に考えていると、そ

してその設計費ということの説明があったんです

が、つまり三瓶地区においては 19 分館が全て対

象になると思います。その対象になっているとこ

ろで早々に動くっていうのは検討委員会等で数カ

所あったような気がするんですが、今現在５区だ

けでしょうか。それとも後何カ所かはもう手を挙

げて準備段階に入っているのか、そこだけちょっ

とお聞かせください。 

○長野まちづくり推進課長 

各区からは整備計画書を提出していただいてお

ります。新たな集会所の建設について、１番初め

に着手されたのが５区というところです。ほかの

ところでは、まだ御相談の段階で計画書に基づい

て整備をされるというふうに伺っておりますので、

順次こちらとしても対応させていただこうと考え

ております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ございませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 90 号「令和５年度

西予市一般会計補正予算（第９号）」のうちまち

づくり推進課所管分について、原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 27 分） 

 

【政策推進課】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 34 分） 

これより政策推進課の審査を行います。 

議案第 76 号「ＣＡＴＶ整備事業三瓶サブセン

ター整備工事変更請負契約について」を議題とい

たします。 

原井川政策推進課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは議案第 76 号「ＣＡＴＶ整備事業三瓶

サブセンター整備工事変更請負契約について」御

説明させていただきます。 

本市では、テレビの難視聴解消と通信であるイ

ンターネットの高速化を目的といたしまして、平

成 20 年度から 22 年度にかけて市内全域にＣＡＴ

Ｖが利用できる環境整備を行っております。拠点

施設となる各センターの整備から 10 年以上が経

過し、設備機器の耐用年数が過ぎ老朽化している

ことから現在計画的に更新整備を進めているとこ

ろでございます。 

三瓶サブセンターの整備工事につきましては、

令和５年第３回臨時会において議決をいただいた

後、工事の過程において詳細な現地調査及び今後

の運用について精査したところ、サブセンター内

の温度を一定に保つための空調機の仕様変更に伴

う既設換気制御盤の移設等の附帯工事の追加及び

機器に接続する一部の光コード種別や長さに係る

変更など、次回の更新まで安定して稼働できるよ

う追加工事が必要となったことから、令和５年

11 月 20 日に 321 万 3000 円を増額し請負金額

1 億 7530 万 8000 円とする工事変更請負仮契約を

締結いたしましたので議会の議決を求めるもので

あります。なお、当整備工事の工期につきまして

は、当初完成予定日を令和６年２月 29 日として

おりましたところ、昨今の世界情勢に起因した一

部機器における半導体等の部品調達の遅延のため、

完成予定日を令和６年３月 22 日に変更する工事

変更請負契約を令和５年 11 月２日に締結してお

ります。工期の変更につきましては、議決案件で

はございませんが関連がございますので補足事項

としてあわせて御報告をさせていただきます。 

以上説明とさせていただきます。よろしく御審

議の上御決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○宇都宮委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○河野委員 
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ＣＡＴＶ整備事業の変更請負契約ということで

ありますけれども、空調機の仕様変更とかそれら

の附帯工事に追加が出たということでありますけ

れども、なぜ設計段階でそういった見通しが出来

なかったのか。今までもほかのＣＡＴＶ整備事業

でもほぼ全てのとこで変更契約ということがなさ

れてきたように記憶しておりますけれども、そこ

ら辺の最初からの見積の甘さというか設計段階で

の設計業務業者といいますかそこら辺の選定が甘

かったのかどうか市当局の見解を聞かせていただ

いたらと思います。 

○原井川政策推進課長 

河野委員の御指摘のとおりの側面もあろうかと

思っております。ただ設計の段階では現地調査等

もしっかりしているとは思いますが、実際その入

札後工事業者が決定した後、さらに詳細な現地調

査であるとかいろんな機器の調整、必要性という

のを改めて検討した結果、今回のような情勢とい

うことで変更させていただくような流れとなって

おります。今後もそういったことがなるべく少な

くなるようその設計の段階からいろんなことで業

者にも話をするようなことは進めていきたいと考

えておりますが、そのようなことで御理解をいた

だいたらと思います。 

○河野委員 

設計の段階で昨今の関係で言いますと資材費の

高騰とかそういったことであれば分かるわけなん

ですけれども、設計の段階での設計請負契約そこ

でその業者の責任というものは発生しないのかど

うか。いかがなもんでしょうか。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 40 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 43 分） 

○原井川政策推進課長 

今ほどの河野委員の御質問ですけども、業者の

責任はという御質問だったかと思いますが、現地

に実際に入って壁を壊したりとか、そういったこ

との対応の結果こちらもその必要性を認めた上で

変更ということで今回予算の変更契約ということ

となっておりますので、そういったことも考慮し

ながらですけどもそのほうが有効だという判断と

いうことで業者の責任というのはないのかなと認

識をしております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 76 号「ＣＡＴＶ整

備事業三瓶サブセンター整備工事変更請負契約に

ついて」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 45 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 45 分） 

議案第 77 号「西予市肱川河川沿い復興公園条

例制定について」を議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

議案第 77 号「西予市河川沿い復興公園条例制

定について」御説明をさせていただきます。 

本条例は、新たな魅力あるまちづくりを進め災

害に強いまちづくりを実現することを目的として、

野村町野村に整備を行っております西予市肱川河

川沿い復興公園の設置及び管理に関する事項を定

めるものでございます。 

本施設の整備については、平成 30 年７月豪雨

災害による被害から被災者の日常生活を取り戻す

ことはもちろんのこと、まちを元どおりにするだ

けではなく活力や潤い、楽しみ等のあふれる新た

な魅力あるまちづくりを目指し河川改修を踏まえ

つつのむら復興まちづくりデザインワークショッ

プでの議論も進め、河川沿いにおける魅力的で地

区の特性を生かした空間となるよう取り組んでま

いりました。この度、令和６年３月に全体計画の

一部自然と憩いのエリアの供用を開始する予定で

あるため本条例を制定するものであります。 

以上説明とさせていただきます。よろしく御審

議の上御決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○宇都宮委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 
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質疑はありませんか。 

○信宮副委員長 

条例の中に公園内にはスポーツのバスケットコ

ートですかああいうものまでできるかと思うんで

すけれども、利用者が利用する場合に多分利用料

金が発生すると思います。例えば、中学生や高校

生が学校帰りにちょっとだけ何人か集まってやっ

てみようや 10 分か 20 分かそういった場合でもき

ちんと届を出して利用料金を払わなければいけな

いのか。そのあたりはどうなるんでしょうかお伺

いします。 

○原井川政策推進課長 

信宮委員がおっしゃるとおりレクリエーション

エリアにおいてそういったスポーツ施設設備を整

備する予定としております。 

減免のことも条例中で述べておりますけども、

具体的に今おっしゃられた学校であるとかそうい

ったとこが利用することに関して減免をどうする

かというようなことは、今後まだ決まっておりま

せん。今後ほかの市内５町の体育施設多々あると

思いますがそういったところも比較検討しながら

進め協議させていただいたらと思っております。 

○小玉委員 

この公園の表示いうか名前ですよね。これ長い

名前のままするのか、通称この間決まりましたよ

ね。それで掲示するのか、そこら辺どういうふう

に考えておりますか。 

○原井川政策推進課長 

小玉委員がおっしゃられたとおり愛称としてど

すこいパークというふうに先日決定をさせていた

だいております。表示については、公園が令和６

年３月に最初に供用開始ということで随時エリア

の開園をしていくというような流れでございます

が、そういったどすこいパーク愛称せっかく決ま

りましたので、通常の表示等はどすこいパークを

使ってすることで今検討を進めております。 

○竹﨑委員 

資料の第 15 条に別表第９条関係とあると思う

んですが、この金額は標準的なものなのかちょっ

とピンとこないんで、例えば物品販売その他１平

米で 1 日 50 円こういう料金が適正なのかどうか

この辺の発想はどういうところから来たのか念の

ためにちょっとお聞きします。 

○原井川政策推進課長 

利用料の設定についてですが、これは西予市の

都市公園条例また西予市児童公園条例ちぬやパー

クの条例の同額として設定をさせていただいてお

ります。近隣他市町大洲市であるとか宇和島市で

あるとか近隣の他市町の状況も確認いたしました

が、総じてこういった金額が多いというふうなこ

ともございまして、今回このような金額設定にさ

せていただいております。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 77 号「西予市肱川

河川沿い復興公園条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 52 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 52 分） 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち政策推進課所管分を議題

といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち政策推進課所管分につい

て御説明させていただきます。 

まず、歳入歳出予算の補正につきまして、歳出

予算から御説明をさせていただきます。予算書

13 ページをお開き願います。 

2 款総務費、1 項総務管理費、11 目情報推進事

業費、10 節需用費の光伝送路維持管理事業とし

て電柱の支障移転に伴う光ケーブル張り替えのた

めの修繕料 780 万円を計上しております。これは、

城川町魚成地区での光ケーブルを共架している四

国電力柱の老朽化による建て替えにおいて、地権

者から同カ所への建て替えの同意を得られず、現

ルートを迂回するルートで四国電力柱が建て替え

ることとなり、この影響から四国電力柱に共架し

ている西予市の光ケーブルも迂回ルートで張り替
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える必要が生じたためこれに伴う費用として

567 万円、また宇和町伊延西地区において、愛媛

県から農地中間管理機構関連農地整備事業に係る

電気通信設備移転申請があり、これに伴う光ケー

ブル移設の費用として 213 万円合計 780 万円を増

額するものです。 

同じく 20 目復興推進費、復興支援事業として

175 万円を計上しております。内訳といたしまし

て、12 節委託料において令和６年３月 17 日に開

園予定しております肱川河川沿い復興公園のオー

プニングセレモニーにおけるサブイベント業務を

委託する費用として 100 万円を計上しております。

イベントの開催は、のむら復興まちづくりデザイ

ンワークショップで慰霊と安全祈願、復興に向け

ての意気込み、防災広場の使い方などを検討して

いただいており地元の野村地域自治振興協議会を

中心とした実行委員会へサブイベントの業務を委

託するよう進めており、その費用として計上する

ものです。17 節備品購入費においては、肱川河

川沿い復興公園内の防災広場の管理を省力化する

ため自動芝刈ロボットを購入する費用として

75 万円を計上するものです。 

続きまして、歳入予算について御説明させてい

ただきます。予算書 10 ページをお開き願います。 

15 款県支出金、2 項県補助金、1 目総務費県補

助金、2 節地域振興費県補助金、えひめ人口減少

対策総合交付金につきまして、既に取り組んでい

ますＵＩＪターン保育士支援事業の対象を拡大す

る要綱改定があり 40 万円を増額するものです。

これまで県外から県内の保育所に就職する保育士

を対象としておりましたが、要綱の改定により県

内の指定保育士養成施設を卒業後出身市町で保育

士として就職する場合も認められることとなり、

本市において該当者の増加が見込まれたため子育

て支援課が歳出予算を計上することに伴い、充当

する歳入予算を計上するものでございます。 

予算書 11 ページをお開き願います。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、2 節総務費

雑入の光ケーブル移転補償費分につきましては、

先ほど御説明申し上げました宇和町伊延西地区の

移設工事に伴う県からの移転補償費として 191 万

9000 円を計上しております。 

次に債務負担行為についての補正について御説

明させていただきます。予算書５ページをお開き

願います。 

広報せいよ印刷製本費でございます。期間は令

和６年度、限度額は 775 万 7000 円を設定してお

ります。広報「せいよ」につきましては、令和６

年度第１回目の発行予定が４月 20 日となること

から３月から入校や校正作業を行う必要がござい

ます。そのため、２月には入札を執行し業者と契

約を締結する必要があることから、債務負担行為

を設定するものでございます。 

以上、政策推進課所管分の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○宇都宮委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち政策推進課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 59 分） 

 

 【教育部】 

 【教育総務課】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時３分） 

これより教育部の審査を行います。 

審査に先立ちまして、谷口教育部長より御挨拶

をお願いいたします。 

○谷口教育部長 

谷口教育部長が挨拶を行う。 

○宇都宮委員長 

それでは教育総務課の審査を行います。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち教育総務課所管分を議題

といたします。 

教育総務課山崎課長の説明を求めます。 

○山崎教育総務課長 
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それでは審査していただきます「令和５年度西

予市一般会計補正予算（第９号）」のうち教育総

務課所管分について御説明申し上げます。 

教育総務課所管の債務負担行為分につきまして

御説明いたします。予算書５ページをお開きくだ

さい。 

西予市スクールバス運行業務委託として、令和

６年度 1 億 2205 万 7000 円を限度とした債務負担

行為を計上しております。これは令和６年３月末

日をもって委託契約が切れる西予市スクールバス

23 台 23 路線について令和６年４月から遅滞なく

スクールバスの運行を行うことができるよう債務

負担行為を設定し、今年度中に契約するものであ

ります。 

続きまして予算書 20 ページをお開きください。 

10 款教育費、3 項中学校費、1 目学校管理費の

中学校管理事業 55 万 7000 円の増額補正分につき

ましては、学校で働く教職員等が心身ともに健康

で安心して働ける環境を整備し、教員不足が深刻

な職場環境の改善につなげる一環として教職員の

健康維持、健康回復等のためのマザーズルーム、

リフレッシュルームを宇和中学校に設置し付随す

る備品購入を行うためのものであります。 

関連しますが歳入の分です。予算書 11 ページ

を御覧ください。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、10 節教育費

雑入の 50 万円につきましては、公立学校共済組

合がマザーズルーム、リフレッシュルームの設置

に対して上限 50 万円を支援し付随する備品購入

費用の一部を助成する事業を活用しまして 50 万

円の補正としております。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の上

御決定いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○宇都宮委員長 

山崎課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○竹﨑委員 

健康維持に関して宇和中学校に設置という説明

がありました。その期待する効果そういうことに

ついてもう少し詳しく説明していただけませんか。 

○山崎教育総務課長 

中学校に整備する理由といたしましては、教職

員の人数が多いということでまずは宇和中学校の

整備を行います。そして、その効果検証ですが公

立学校共済組合と共同で効果検証を行った上で他

校へ導入するとかそういう方面を考えていきたい

と思っております。 

○竹﨑委員 

今年度、宇和中学校に設置して効果とか、それ

からプラスの面、様々な実証実験等そういう取組

をした後で市内のほかの４つの中学校にも、また

は小学校にも大きいところからそういうもの広げ

ていこうという意図もあると考えてよろしいです

か。 

○山崎教育総務課長 

そのとおりでございます。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち教育総務課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 11 分） 

 

 【学校教育課】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 13 分） 

これより学校教育課の審査を行います。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち学校教育課所管分につい

てを議題といたします。 

青木課長の説明を求めます。 

○青木学校教育課長 

それでは審査していただきます「令和５年度西

予市一般会計補正予算（第９号）」学校教育課所

管分につきまして、御説明申し上げます。補正予

算書５ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正として、ＧＩＧＡスク

ールドリルソフトライセンス使用許諾料 532 万

4000 円、そして給食センター病原性腸内細菌検
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査業務委託 239 万 2000 円を計上しております。 

１件目のソフトドリルライセンス使用許諾料に

つきましては、市内の小中学校において現在推進

しておりますＧＩＧＡスクール構想においてドリ

ルソフトのライセンス契約が令和６年３月末日で

満了となることから、来年度の新学期から継続し

て子どもたちが学校や家庭においてソフトを活用

するために契約を締結するものであります。 

また２件目の学校給食センター病原性腸内細菌

検査業務委託料につきましては、市内の給食セン

ター及び調理場で勤務する職員は毎月２回赤痢菌、

サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ－157 に係る

病原性検査を実施し学校給食業務に従事しており

ます。これは、学校給食安全管理基準に基づくも

のですが年度で契約を締結しております。よって

委託業者との契約が３月末で満了となるため、今

年度中の３月に委託業者を決定し契約を締結して

おく必要があるためであります。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の上

御決定いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

○宇都宮委員長 

青木課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

ないようでございますので、以上で質疑を終結

いたします。 

お諮りいたします。議案第 90 号「令和５年度

西予市一般会計補正予算（第９号）」のうち学校

教育課所管分について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 17 分） 

 

 【消防本部】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時 20 分） 

審査に先立ちまして、宇都宮消防長の御挨拶を

お願いいたします。 

○宇都宮消防本部消防長 

宇都宮消防長が挨拶を行う。 

○宇都宮委員長 

それでは議案第 82 号「西予市火災予防条例の

一部を改正する条例制定について」防災課平課長

の説明を求めます。 

○平防災課長 

議案第 82 号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」御説明させていただき

ます。 

今回の改正は、対象火気設備等の位置構造及び

管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令の一部が改正さ

れることに伴い、同様の措置を講じるため本条例

の一部を改正するものであります。 

蓄電池設備の改正につきましては、これまで蓄

電池設備は主に業務用の非常用電源などとして設

置される設備でありましたが、近年は一般家庭で

も日中に太陽光で発電した電気を蓄え夜間の電力

として使用するための設備として普及が進んでお

り、脱炭素社会の実現に向けてさらなる普及の拡

大や大容量化が見込まれております。一方、蓄電

池設備の火災予防条例の現行の基準は主に開放型

の鉛蓄電池を想定して規定されており、材料、構

造等の多様化が進んでいること、ＪＩＳ等の標準

規格で出火防止措置や延焼防止措置等が盛り込ま

れるようになってきたことなどから、一定の出火

防止措置が講じられたものについては規制を緩和

するものでございます。具体的には、資料の改正

の概要を御覧ください。 

まず、火災予防条例第 13 条では規制単位をア

ンペアアワーセルからキロワット時に改め、

10 キロワット時以下のもの及び 10 キロワット時

を超え 20 キロワット時以下のもので一定の防火

措置が講じられたものは規制対象外となります。 

また、屋外に設ける蓄電設備について一定の延

焼防止措置が講じられたものについては離隔距離

が不要となります。火災予防条例第 44 条では、

届出の対象を 20 キロワット時を超えるものとな

ります。 

次に、資料の２ページ目を御覧ください。 

中央の写真は、厨房用の固定型の炭火焼き器で

ございますが、これまで建築物等の可燃物の物品

までの離隔距離が最大３メートル必要でしたが、
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安全基準が定められたことにより右の別表３の赤

で囲んだ部分を新たに追加して最大でも１メート

ルの離隔距離に緩和するものでございます。 

以上よろしく御審議の上御決定いただきますよ

うお願いいたします。 

○宇都宮委員長 

平課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

ないようでございますので、以上で質疑を終結

といたします。 

お諮りいたします。議案第 82 号「西予市火災

予防条例の一部を改正する条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 27 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 28 分） 

これより議案第 94 号「西予市消防本部消防指

令システム及び消防救急デジタル無線システム更

新工事請負契約について」を議題といたします。

平課長の説明を求めます。 

○平防災課長 

議案第 94 号「西予市消防本部消防指令システ

ム及び消防救急デジタル無線システム更新工事請

負契約について」御説明をさせていただきます。 

西予市消防本部署新庁舎の建設に合わせて、耐

用年数を迎える消防指令システム及び消防救急デ

ジタル無線システムの更新事業を進めてまいりま

した。両システムにつきましては、令和７年４月

１日から新たに管轄となる三瓶町を含めた西予市

全域をカバーするもので高機能指令業務と無線の

不感地帯減少を実現するものであります。 

本工事につきましては、最新技術を駆使しなが

ら災害対策を支援でき震災対応も含めた総合的な

消防指令システム及び消防救急デジタル無線シス

テムの効果的な導入を目指すため、価格のみによ

る競争だけでなく実績に基づく企画力、技術力及

び経験に優れた業者に発注することを目的として、

公募型プロポーザルによる提案型としております。

11 月１日からホームページにより公募を開始し

ましたが、参加を表明した業者は１社のみでござ

いました。実施要領において１社のみでも本プロ

ポーザルを実施すると規定しているため予定どお

り 11 月 28 日にプレゼンテーションを行っており

ます。業者選定委員会において、企画提案書及び

プレゼンテーションの評価を行いましたところ採

用基準点数を上回っておりましたので、受託候補

者に推薦いただきました。 

よって、本工事請負業者につきましては、株式

会社富士通ゼネラル四国支店支店長小谷廣和氏と

工事請負金額 3 億 5200 万円で 12 月４日に工事請

負仮契約を締結いたしましたので、議会の議決を

求めるものであります。 

以上、よろしく御審議の上御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

○宇都宮委員長 

平課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○信宮副委員長 

新消防庁舎の建設に伴い新しいものに変えると

いう意味合いもあると思いますが、消防指令シス

テムやはり年々進化をしておりいろんな情報が出

るようになってると思うんですけれども、新しい

システムを入れることによってまたどんな機能が

加わってるかどうか分からんですけど、そういう

機能があったら教えてもらいたいのと今回のシス

テム大体耐用年数はどれぐらいもつのか教えてい

ただけますでしょうか。 

○平防災課長 

本指令システムにつきましては、30 年の豪雨

災害の通信指令の対応を倍増できるぐらいの対応

ができるようなシステムとなっております。また、

気象観測システムも導入いたしまして風の強い日

等の対応も気象状態を加味した現場活動にできる

と想定しております。また、耐用年数でございま

すが基本的には 10 年の耐用年数となっておりま

す。 

○河野委員 

工事ですけれども新しくできる新庁舎を対象と

して各野村とかほかの救急出張所はつなぐのは分

かるんですけれども、この工事場所を見ると現庁
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舎もその工事対象になっておりますけれども今の

現庁舎のシステムを一緒に更新するということで

すか。 

○平防災課長 

現庁舎の部分につきましては、撤去の費用の部

分が入っておりますので現庁舎の工事が入ってい

ると思われます。 

○宇都宮委員長 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

議案第 94 号「西予市消防本部消防指令システ

ム及び消防救急デジタル無線システム更新工事請

負請負契約について」原案に賛成の委員の挙手を

求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 34 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 36 分） 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち消防本部所管分について

を議題といたします。 

消防総務課山本課長の説明を求めます。 

○山本消防総務課長 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」消防本部所管分について説明さ

せていただきます。 

今回の補正は八幡浜地区施設事務組合負担金事

業と消防吏員制服等貸与事業及び消防団管理運営

事業に係る補正を行うものでございます。それで

は、予算書の８ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の部でご

ざいますが、9 款消防費補正前の額は 17 億

4658 万 3000 円でございまして、今回補正額の

239 万円を減額させていただき合計 17 億 4419 万

3000 円になるものでございます。財源の内訳と

いたしましては、一般財源が 239 万円の減額とな

るものでございます。 

今回の補正額のうち消防本部所管分の詳細につ

きまして御説明をさせていただきます。予算書の

19 ページをお開きください。 

9 款消防費、1 項消防費、1 目常備消防費補正

前の額は 7 億 6133 万 2000円補正額 344 万円を減

額し 7 億 5789 万 2000 円になるものでございます。

補正額の財源内訳につきましては、一般財源を

344 万円減額するものでございます。事業概要に

つきましては、八幡浜地区施設事務組合負担金事

業では人件費を含めた決算見込みと前年度繰越金

の確定及び負担割合の変更などに伴い一般会計負

担金を 6 万円増額、特別会計負担金を 410 万

9000 円減額し合計 404 万 9000 円を減額するもの

でございます。 

次に消防吏員制服等貸与事業では、令和６年度

新規採用候補者を当初より３人増員したことによ

り 60 万 9000 円増額するものでございます。 

続きまして予算書の 20 ページをお開きくださ

い。 

9 款消防費、1 項消防費、2 目非常備消防費補

正前の額は 1 億 6153 万 1000 円補正額 105 万円を

増額し 1 億 6258 万 1000 円になるものでございま

す。補正額の財源内訳につきましては、一般財源

を 105 万円増額するものでございます。事業概要

につきましては、消防団管理運営事業で高山分団

第３部と三島分団第５部の消防団詰所においてシ

ロアリ被害が発生しておりましてシロアリ防除及

びそれに伴う修繕を行うため 105 万円を増額する

ものでございます。 

以上「令和５年度西予市一般会計補正予算（第

９号）」消防本部所管分についての説明とさせて

いただきます。御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

○宇都宮委員長 

山本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○信宮副委員長 

先ほどの説明の中に、八幡浜地区施設事務組合

の負担金ですけれども、負担金の割合が変わった

というふうなことを言われたかと思うんですけれ

ども、それはどういうふうに変わったのか教えて

いただけますでしょうか。 

○山本消防総務課長 

負担金の割合について説明させていただきます。 

事務組合予算では、人口や基準財政需要額によ



- 18 - 

 

って各市町の負担割合が決定いたします。一般会

計においては、均等割 50％、人口割 50％で人口

数は国勢調査数字を使うことから５年に１度の変

更となります。 

消防特別会計におきましては、当該年度の基準

財政需要額を使うことから当該年度に入ってから

負担割合を決定し、当初予算計上時には前年度の

基準財政需要額を仮に使用して負担割合を算出し、

新たな数字の正式発表後に再計算をして、負担割

合の変更が生じた場合には差額を補正予算に計上

することとしております。この度、前年度の

16.9％から 16.8％の西予市の負担割合となって

おります。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 43 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 45 分） 

そのほか質疑ありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち消防本部所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午前 11 時 46 分） 

 

【議会事務局】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 48 分） 

これより議会事務局の審査を行います。審査に

先立ちまして、議会事務局片山事務局長の御挨拶

をお願いいたします。 

○片山議会事務局長 

片山議会事務局長が挨拶を行う。 

○宇都宮委員長 

それでは、議会事務局の審査を行います。 

議案第 90 号「令和５年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」のうち議会事務局所管分につい

てを議題といたします。 

片山議会事務局長の説明を求めます。 

○片山議会事務局長 

それでは、議案第 90 号「令和５年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」議会事務局所管分に

ついて御説明いたします。予算書５ページをお開

きください。 

第２表債務負担行為の議会だより印刷製本費に

ついてであります。議会だよりは、原則１冊

16 ページで１回における発行部数を次年度より

200 部減とし 1 万 7300 部を年４回定例会開催月

の翌月 20 日前後に発行するものでございまして、

市内全戸配布及び県内外の市議会などに送付する

こととしております。 

今回の債務負担行為は令和６年第１回定例会の

３月号が４月 20 日発行日となるため３月から編

集入稿の作業を行う必要がございます。そのため

には、２月には入札を執行し業者と委託契約を締

結する必要があることから、債務負担行為をする

ものであります。期間は令和６年度、限度額は

209 万 1000 円であります。 

以上御審議の上御決定いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○宇都宮委員長 

片山議会事務局長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （発言する者なし） 

○宇都宮委員長 

ないようでございますので、以上で質疑を終結

といたします。 

お諮りいたします。議案第 90 号「令和５年度

西予市一般会計補正予算（第９号）」のうち議会

事務局所管分について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○宇都宮委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 51 分） 

 

【請願審査】 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 00 分） 

これより請願第３号「学校給食の無償化を求め

る請願」についてを議題といたします。 



- 19 - 

 

請願の内容につきましてはタブレットに配信し

ております。説明に和気議員が来ていただいてお

りますので、説明をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○和気議員 

タブレットに配信してある以上のことはあれな

んですが、昨年も同じ請願ほとんど同じなんです

が請願を出さしてもらったんですけども、どうも

後から聞いてみるとこの請願は市に出したという

ふうに勘違いをされておった方がおられて最初に

これは国に無償化を求める意見書を上げる請願で

ございます。そのこと先に述べさせてもらって請

願趣旨をちょっと読み上げてみたいと思います。 

請願趣旨、食は生きていく上で最も大切なもの

です。子どもたちの命と安全、生きる力、発達を

保障するための学校給食の果たす役割はますます

大きくなっています。子どもの貧困増大や食材な

ど物価の高騰と非正規雇用の増加など貧困と格差

が広がっています。こうしたことを背景に、自治

体による学校給食費の保護者負担を軽減する独自

の補助制度が全国で３割を超える自治体に広がり、

全額補助を行っている自治体も増えています。一

方では食材の高騰から給食費を引上げざるを得な

い自治体も増え、給食現場でも食材調達の困難が

増大しています。憲法第 26 条２項では義務教育

はこれを無償するとされており、教育の一環であ

る学校給食は今こそ国の責任で無償化すべきだと

考えます。 

以上の趣旨から下記事項を実現するため地方自

治法第 120 条の規定により、政府及び関係機関に

意見書を提出することを請願しますとしておりま

す。意見書案は別ページに出てると思うんですが、

もうこの学校給食の無償化はいろんな情勢は皆さ

んよく御存じだろうと思います。少子化対策とあ

わせて経済対策、子どもを貧困から守るというこ

とではなかろうかと思います。私から以上です。

なんかありましたら。 

○宇都宮委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時４分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 15 分） 

ただいまの請願内容について御意見をいただけ

ればと思います。 

○森川委員 

継続審査にしてまた３月議会で意見を出すよう

にしたらと思います。 

○宇都宮委員長 

そのほかございませんか。 

○信宮副委員長 

この請願につきましては、昨年の請願と全く一

緒でありまして、請願の趣旨また意見書案ともに

憲法では義務教育はこれを無償化するなので学校

給食費も無償化すべきと書かれておりますけれど

も、学校給食法の中では食材費については保護者

が負担するものと明記されておりまして、現在全

国的だと思いますけれども要保護及び準要保護の

児童生徒、特別支援学校の児童生徒につきまして

は無償化されている状態です。自治体によってば

らばらな対応もどうかと思いますので、これは国

の動向も見極めながら対応になろうかと思います

けれども、今回の請願は賛成出来かねるところが

あります。 

○河野委員 

今の信宮委員の意見に賛成であります。 

学校給食だけ無償化にするというのでは、学校

教育、憲法ではこれを無償とするとありますけれ

ども、ほかにもまだまだ保護者負担があろうかと

思います。そういったことを考えて今回は不採択

の意見に賛成であります。 

○宇都宮委員長 

そのほかございませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 17 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 22 分） 

森川委員から継続審査という案も出たんですが、

これに対して継続審査するのかしないのかをまず

決定したいと思います。 

まず、継続審査したほうがよいと思われる方は

おられますか。 

  〔賛成者挙手〕 

○宇都宮委員長 

継続審査しないでここで決めたいという方挙手

をお願いします。 

  〔賛成者挙手〕 

○宇都宮委員長 

継続審査しないという方が多数でございますの

で、継続審査はしないということに決定させてい

ただきたいと思います。 
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暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 23 分） 

○宇都宮委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 28 分） 

請願第３号「学校給食の無償化を求める請願」

について、採択することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

 〔挙手する者なし〕 

○宇都宮委員長 

挙手がないということで、請願第３号「学校給

食の無償化を求める請願」については当委員会と

しては、不採択とすることに決しました。 

それでは本日予定されておりました議案審査が

全て終了いたしましたので、これにて令和５年第

４回定例会総務常任委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午後１時31分 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

西予市議会総務常任委員長 

 

宇都宮 俊文 


